
目

次

（
�
印
は
、
県
法
規
集
掲
載
事
項
）
ペ
ー
ジ

規

則

�
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則

（
職

員

課
）

一

告

示

�
生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
介
護
扶
助
担
当
機
関
の
指
定
（
二
件
）
（
健
康
福
祉
総
務
課
）

�
生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
（
二
件
）

二

（

〃

）

�
介
護
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
事
業
者
の
指
定

（
長
寿
社
会
対
策
課
）

三

�
道
路
の
位
置
指
定

（
建

築

課
）

�
香
川
県
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
の
指
定

（
会

計

課
）

四

公

告

�
香
川
県
職
員
の
職
務
に
係
る
倫
理
の
保
持
に
関
す
る
状
況
及
び
倫
理
の
保
持
に
関
し
て
講

じ
た
施
策
の
公
表

（
人
事
・
行
革
課
）

�
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
の
認
可

（
土
地
改
良
課
）

�
土
地
改
良
区
の
役
員
の
退
任
の
届
出

（

〃

）

�
公
共
測
量
の
終
了
の
通
知

（
土
木
監
理
課
）

議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
六
年
五
月
二
十
一
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

香
川
県
規
則
第
六
十
号

議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則

議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
二
年

香
川
県
規
則
第
六
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
七
条
第
一
項
中
第
八
号
を
削
り
、
第
九
号
を
第
八
号
と
し
、
第
十
号
か
ら
第
二
十
二
号
ま
で
を
一

号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

●
香
川
県
告
示
第
三
百
九
十
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
介

護
扶
助
の
た
め
の
居
宅
介
護
若
し
く
は
居
宅
介
護
支
援
計
画
の
作
成
又
は
施
設
介
護
を
担
当
さ
せ
る
機
関

を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
十
六
年
五
月
二
十
一
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
告
示
第
三
百
九
十
一
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
介

護
扶
助
の
た
め
の
居
宅
介
護
若
し
く
は
居
宅
介
護
支
援
計
画
の
作
成
又
は
施
設
介
護
を
担
当
さ
せ
る
機
関

を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
十
六
年
五
月
二
十
一
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

第４０号

平 成１６年

５月２１日（金曜日）

告

示

規

則

指

定

年

月

日

事
業
所
（
施
設
）
の

名
称
及
び
所
在
地

事
業
者
（
開
設
者
）

の
名
称
及
び
主
た
る

事
務
所
の
所
在
地

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

平
成
一
六
、
四
、
一

有
限
会
社
真

綾
歌
郡
国
分
寺
町
福

家
甲
三
六
〇
八
番
地

有
限
会
社
真

綾
歌
郡
国
分
寺
町
福

家
甲
三
六
〇
八
番
地

福
祉
用
具
貸
与

○

○

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
繰
下
発
行
）

香

川

県

報

平
成
十
六
年
五
月
二
十
一
日

（
第
九
一
三
四
号
）

一



●
香
川
県
告
示
第
三
百
九
十
二
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
介
護
機
関
か
ら
当
該
介
護
機
関
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出

が
あ
っ
た
。

平
成
十
六
年
五
月
二
十
一
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

指

定

年

月

日

事
業
所
（
施
設
）
の

名
称
及
び
所
在
地

事
業
者
（
開
設
者
）

の
名
称
及
び
主
た
る

事
務
所
の
所
在
地

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

平
成
一
六
、
四
、
一

香
川
井
下
病
院
ヘ
ル

パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

三
豊
郡
大
野
原
町
大

字
花
稲
八
一
八
番
地

一

医
療
法
人
社
団
豊
南

会三
豊
郡
大
野
原
町
大

字
花
稲
八
一
八
番
地

一

訪
問
介
護

平
成
一
六
、
四
、
一

香
川
井
下
病
院
居
宅

介
護
支
援
事
業
所

三
豊
郡
大
野
原
町
大

字
花
稲
八
一
八
番
地

一

医
療
法
人
社
団
豊
南

会三
豊
郡
大
野
原
町
大

字
花
稲
八
一
八
番
地

一

居
宅
介
護
支
援

平
成
一
六
、
四
、
一

香
川
井
下
病
院
訪
問

看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

三
豊
郡
大
野
原
町
大

字
花
稲
八
一
八
番
地

一

医
療
法
人
社
団
豊
南

会三
豊
郡
大
野
原
町
大

字
花
稲
八
一
八
番
地

一

訪
問
入
浴
介
護

訪
問
看
護

番
地

番
地

平
成
一
六
、
二
、
二
九

三
宅
医
院

仲
多
度
郡
多
度
津
町

大
字
山
階
一
三
六
六

番
地

三
宅

善
文

仲
多
度
郡
多
度
津
町

大
字
山
階
一
三
八
六

番
地

訪
問
看
護

訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ

ョ
ン

居
宅
療
養
管
理
指
導

平
成
一
六
、
四
、
一

浮
田
整
形
外
科
医
院

小
豆
郡
土
庄
町
甲
一

七
二
番
地

浮
田

春
雄

小
豆
郡
土
庄
町
甲
一

七
二
番
地

訪
問
看
護

居
宅
療
養
管
理
指
導

平
成
一
六
、
三
、
三
一

耳
鼻
咽
喉
科
か
な
た

き
医
院

坂
出
市
本
町
二
丁
目

四
―
一
五

金
滝

和
子

坂
出
市
本
町
二
丁
目

四
―
一
五

訪
問
看
護

訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ

ョ
ン

居
宅
療
養
管
理
指
導

平
成
一
六
、
四
、
四

医
療
法
人
社
団
三
木

内
科
医
院

坂
出
市
寿
町
三
丁
目

一
番
一
二
号

医
療
法
人
社
団
三
木

内
科
医
院

坂
出
市
寿
町
三
丁
目

一
番
一
二
号

訪
問
看
護

居
宅
療
養
管
理
指
導

平
成
一
五
、
一
〇
、
二
五

医
療
法
人
社
団
西
山

医
院

三
豊
郡
仁
尾
町
大
字

仁
尾
辛
四
〇
番
地
五

医
療
法
人
社
団
西
山

医
院

三
豊
郡
仁
尾
町
大
字

仁
尾
辛
四
〇
番
地
五

訪
問
看
護

居
宅
療
養
管
理
指
導

平
成
一
六
、
一
、
二
四

武
田
外
科
内
科
医
院

さ
ぬ
き
市
津
田
町
津

田
九
一
四
番
地
八

武
田

宣
夫

さ
ぬ
き
市
津
田
町
津

田
九
一
四
番
地
八

訪
問
看
護

訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ

ョ
ン

居
宅
療
養
管
理
指
導

平
成
一
六
、
三
、
三
一

観
音
寺
市
三
豊
郡
医

師
会
立
観
音
寺
検
診

セ
ン
タ
ー

観
音
寺
市
坂
本
町
七

丁
目
三
番
一
八
号
三

豊
合
同
庁
舎
西
讃
保

健
所
内

社
団
法
人
観
音
寺
市

三
豊
郡
医
師
会

観
音
寺
市
観
音
寺
町

甲
二
五
八
〇
の
七

訪
問
看
護

訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ

ョ
ン

居
宅
療
養
管
理
指
導

廃

止

年

月

日

事
業
所
（
施
設
）
の

名
称
及
び
所
在
地

事
業
者
（
開
設
者
）

の
名
称
及
び
主
た
る

事
務
所
の
所
在
地

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

平
成
一
六
、
三
、
三
一

平
田
歯
科
医
院

仲
多
度
郡
満
濃
町
大

字
炭
所
西
一
四
五
二

平
田

正
和

仲
多
度
郡
満
濃
町
大

字
炭
所
西
一
四
五
二

居
宅
療
養
管
理
指
導

香

川

県

報

平
成
十
六
年
五
月
二
十
一
日

（
第
九
一
三
四
号
）

二



●
香
川
県
告
示
第
三
百
九
十
三
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
介
護
機
関
か
ら
当
該
介
護
機
関
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出

が
あ
っ
た
。

平
成
十
六
年
五
月
二
十
一
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
告
示
第
三
百
九
十
四
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
一
条
第
一
項
及
び
第
四
十
六
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
及
び
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
十
六
年
五
月
二
十
一
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
告
示
第
三
百
九
十
五
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
、
道

路
の
位
置
を
次
の
よ
う
に
指
定
し
た
。

平
成
十
六
年
五
月
二
十
一
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

指

定

番

号

坂
土
指
道

第
二
号

二

指
定
年
月
日

平
成
十
六
年
五
月
十
日

三

指
定
道
路
の
位
置

綾
歌
郡
綾
南
町
大
字
羽
床
下
字
川
下
中
二
三
一
〇
―
一
及
び
同
地
先
水
路

四

指
定
道
路
の
幅
員
と
そ
の
延
長

幅
員

六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

延
長

五
一
・
二
四
メ
ー
ト
ル

関
係
の
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
建
築
課
及
び
香
川
県
坂
出
土
木
事
務
所
総
務
課
に
お
い
て
閲
覧
に
供

す
る
。

廃

止

年

月

日

事
業
所
（
施
設
）
の

名
称
及
び
所
在
地

事
業
者
（
開
設
者
）

の
名
称
及
び
主
た
る

事
務
所
の
所
在
地

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

平
成
一
六
、
三
、
三
一

訪
問
介
護
ケ
ア
ネ
ッ

ト
み
と
よ

三
豊
郡
豊
中
町
大
字

本
山
甲
一
〇
八
〇
番

地
四

医
療
法
人
社
団
豊
南

会三
豊
郡
大
野
原
町
大

字
花
稲
八
一
八
番
地

一

訪
問
介
護

平
成
一
六
、
三
、
三
一

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ

ョ
ン
み
と
よ

三
豊
郡
豊
中
町
大
字

本
山
甲
一
〇
八
〇
番

地
四

医
療
法
人
社
団
豊
南

会三
豊
郡
大
野
原
町
大

字
花
稲
八
一
八
番
地

一

訪
問
看
護

平
成
一
六
、
三
、
三
一

居
宅
介
護
支
援
セ
ン

タ
ー
み
と
よ

三
豊
郡
豊
中
町
大
字

本
山
甲
一
〇
八
〇
番

地
四

医
療
法
人
社
団
豊
南

会三
豊
郡
大
野
原
町
大

字
花
稲
八
一
八
番
地

一

居
宅
介
護
支
援

介
護
保
険

事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称

及

び

所

在

地

申
請
者
の
名
称
、
代
表
者

の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務

所

の

所

在

地

指
定
年
月
日

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

三
七
七
〇
一

〇
三
〇
一
二

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム

オ
ア

シ
ス

香
西

高
松
市
檀
紙
町
字
八
幡
一

四
五
二
番
地
一

有
限
会
社
博
永
興
産

代
表
取
締
役

香
西
ま
ゆ

み高
松
市
檀
紙
町
一
五
三
一

番
地
一

平
成
十
六
年

五
月
十
二
日

痴
呆
対
応

型
共
同
生

活
介
護

三
七
七
〇
一

〇
三
〇
二
〇

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

オ
ア
シ
ス

香
西

高
松
市
檀
紙
町
字
八
幡
一

四
五
二
番
地
一

有
限
会
社
博
永
興
産

代
表
取
締
役

香
西
ま
ゆ

み高
松
市
檀
紙
町
一
五
三
一

番
地
一

〃

通
所
介
護

三
七
七
〇
一

〇
三
〇
三
八

居
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー

オ
ア
シ
ス

香
西

高
松
市
檀
紙
町
字
八
幡
一

四
五
二
番
地
一

有
限
会
社
博
永
興
産

代
表
取
締
役

香
西
ま
ゆ

み高
松
市
檀
紙
町
一
五
三
一

番
地
一

〃

居
宅
介
護

支
援

”

”

”

””

”

香

川

県

報

平
成
十
六
年
五
月
二
十
一
日

（
第
九
一
三
四
号
）

三



●
香
川
県
告
示
第
三
百
九
十
六
号

香
川
県
証
紙
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
香
川
県
条
例
第
十
一
号
）
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
香
川
県
証
紙

の
売
り
さ
ば
き
人
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
十
六
年
五
月
二
十
一
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

指
定
年
月
日

平
成
十
六
年
五
月
七
日

二

住
所

高
松
市
磨
屋
町
六
番
地
四

三

氏
名

香
川
県
建
設
業
協
会

会
長

森
田
紘
一

四

売
り
さ
ば
き
場
所

高
松
市
磨
屋
町
六
番
地
四

社
団
法
人
香
川
県
建
設
業
協
会

高
松
市
松
福
町
二
丁
目
一
五
番
二
四
号

社
団
法
人
香
川
県
建
設
業
協
会
高
松
支
部

坂
出
市
久
米
町
一
丁
目
一
四
番
一
四
号

社
団
法
人
香
川
県
建
設
業
協
会
坂
出
支
部

善
通
寺
市
与
北
町
一
八
九
番
地

社
団
法
人
香
川
県
建
設
業
協
会
善
通
寺
支
部

観
音
寺
市
観
音
寺
町
甲
一
八
九
四
番
地
三

社
団
法
人
香
川
県
建
設
業
協
会
三
豊
支
部

さ
ぬ
き
市
長
尾
東
一
一
二
三
番
地
二

社
団
法
人
香
川
県
建
設
業
協
会
長
尾
支
部

小
豆
郡
土
庄
町
上
庄
一
九
五
四
番
地
三

社
団
法
人
香
川
県
建
設
業
協
会
小
豆
支
部

●
香
川
県
公
告
第
二
百
七
十
六
号

香
川
県
職
員
倫
理
条
例
（
平
成
十
三
年
香
川
県
条
例
第
六
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
第
八
条
の

規
定
に
よ
り
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
香
川
県
職

員
の
職
務
に
係
る
倫
理
の
保
持
に
関
す
る
状
況
及
び
倫
理
の
保
持
に
関
し
て
講
じ
た
施
策
に
つ
い
て
、
次

の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
十
六
年
五
月
二
十
一
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

倫
理
の
保
持
に
関
す
る
状
況

１

条
例
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
報
告
さ
れ
た
一
件
に
つ
き
五
千
円
を
超
え
る
贈
与
等
又
は
報
酬
の
支

払
い
を
受
け
た
件
数

一
四
〇
件

２

条
例
第
四
条
第
一
項
の
倫
理
規
則
等
（
以
下
「
倫
理
規
則
等
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
り
講
演

等
を
行
う
た
め
の
倫
理
監
督
者
の
承
認
を
受
け
た
件
数

六
六
件

３

条
例
及
び
倫
理
規
則
等
の
規
定
に
違
反
し
た
こ
と
に
よ
る
懲
戒
処
分
の
件
数

〇
件

二

倫
理
の
保
持
に
関
し
て
講
じ
た
主
な
施
策

１

管
理
職
員
に
対
し
、
職
員
の
綱
紀
の
保
持
と
服
務
規
律
の
確
保
等
に
つ
い
て
周
知
し
た
こ
と
。

２

条
例
及
び
倫
理
規
則
等
の
適
正
な
運
用
を
図
る
た
め
、
質
疑
応
答
集
等
を
行
政
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
上
に
掲
示
し
た
こ
と
。

●
香
川
県
公
告
第
二
百
七
十
七
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
高
松
市
木

太
町
新
池
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
平
成
十
六
年
五
月
十
日
認
可
し
た
。

平
成
十
六
年
五
月
二
十
一
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
公
告
第
二
百
七
十
八
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
香
川
県

三
豊
郡
三
野
町
土
地
改
良
区
か
ら
役
員
の
退
任
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
六
年
五
月
二
十
一
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

役
員
の

種

類

氏

名

住

所

退
任
年
月
日

理

事

�
鍋

正
男

三
豊
郡
三
野
町
大
字
下
高
瀬
三
九
二
番
地

平
成
一
六
、
四
、
二
二

●
香
川
県
公
告
第
二
百
七
十
九
号

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
で
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
、
坂
出
市
長
か
ら
次
の
公
共
測
量
を
平
成
十
六
年
三
月
二
十
日
終
了
し
た
旨
の
通
知
が
あ
っ

た
の
で
、
同
法
第
三
十
九
条
で
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
に
基
づ
き
公
示
す
る
。

平
成
十
六
年
五
月
二
十
一
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

作
業
種
類

公
共
測
量
（
出
来
形
確
認
測
量
）

公

告

香

川

県

報

平
成
十
六
年
五
月
二
十
一
日

（
第
九
一
三
四
号
）

四



二

作
業
期
間

平
成
十
六
年
二
月
十
三
日
か
ら
同
年
三
月
二
十
日
ま
で

三

作
業
地
域

坂
出
市
駒
止
町
一
丁
目
地
域

香

川

県

報

平
成
十
六
年
五
月
二
十
一
日

（
第
九
一
三
四
号
）

五



古紙配合率70％ 
白色度72％再生紙を使用しています 香川県報は、香川県ホームページにも掲載しています。

http : //www.pref.kagawa.jp/

平
成
十
六
年
五
月
二
十
一
日
印
刷
発
行

印
刷
発
行
所

香

川

県

庁

（
購
読
料
月
極
二
千
五
百
円
）

香

川

県

報

平
成
十
六
年
五
月
二
十
一
日

（
第
九
一
三
四
号
）

六


